




目　　　次

事　　業　　報　　告

貸　借　対　照　表

損　益　計　算　書

株主資本等変動計算書

個　別　注　記　表

会計監査人の監査報告書謄本

監査役の監査報告書謄本

１

８

９

１０

１１

１６

１７

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………

……………………



事　業　報　告 
（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで） 

 

１．会社の現況に関する事項 
（1）事業の経過及びその成果　 
　当期における経済環境としては、米国では個人消費が牽引し、堅調な景気回復
が続きました。欧州では全体的に景気が持ち直す動きが続きましたが、回復は緩
慢な状況にあります。 
　我が国の経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動はあるものの、
穏やかな回復基調となりました。 
　航空輸送業界においては、原油価格の下落、円安が反映され、訪日外国人旅行
客も大幅に増加し、ＬＣＣ（ローコストキャリア）も着実に路線・運行便数を伸
ばした結果、国内線・国際線ともに旅客数は好調に推移しました。 
　長崎空港においては、乗降旅客数が平成１１年度以来１５年ぶりに３００万人を上
回りました。また、国内航空貨物は微増に推移しましたが、国際航空貨物におい
ては、大幅な増加となりました。 
　このような経済環境を背景に、当社業績は新規入居者による家賃収入の増加と
輸入貨物の取り扱いが大幅に増加したことにより、当期利益は前期利益を上回り
ました。 
 
　当社の第２３期（平成２６年度）営業概況は、次のとおりです。 
　売上高（営業収入）は、１０４,１８５千円　対前期比１６,０２４千円増加（１８.１％）
となりました。 
①家賃収入 ８５,９３５千円　対前期比１６,１９５千円増加（７.７％） 
②貨物取扱収入 １４,９１７千円　対前期比１０,１６０千円増加（２１３.５％） 
③国内貨物取扱収入 １,８８６千円　対前期比１０,２５２千円減少（▲２２.１％） 
④ビル・その他収入 ７４６千円　対前期比１０,１３７千円増加（２２.６％） 
⑤販売収入 １１,６９８千円　対前期比１０,２１７千円減少（▲１１.３％） 

　　　 
　扱別概況は、次のとおりとなっております。 
　貨物取扱事業は、取扱数量合計６００トン　対前期比３５５トン増加（１４５.３％）
となりました。 
　内訳は次のとおりです。 
①輸出扱（定期便） 
　上海向け鮮魚が順調に回復しました。 
②輸出扱（保税貨物） 
　他空港への輸送は無かったものの、船便として博多港への輸送がありました。 

③輸入扱（定期便） 
　衣類が若干減少しました。 
④輸入扱（保税貨物） 
　ヨーロッパからの大型客船用機械部品や資材が大幅に増加しました。 

７３トン 
 

３トン 
 

１トン 
 

５２３トン 

対前期比４トン増加（７.２％） 
 
対前期比１トン減少（▲１５.９％） 
 
前期並み（▲５.４％） 
 
対前期比３５１トン増加（２０５.２％） 

－ １ －

　賃貸事業の概況は、次のとおりであります。 
①新規入居となった案件 
　昨年１１月に航空会社棟へ入居があり、２,７６９千円増加となりました。 
②増床となった案件 
　昨年４月に代理店棟１０２室から１０１室へ移転があり、３,４２３千円増加となりま
　した。 
　 
　営業費用は、 ８０,４６３千円　対前期比５,８２３千円増加（７.８％）となりました。 
　増加した主な費用は次のとおりです。 
①減価償却費　 １８,７１１千円　対前期比４,８８２千円増加（３５.３％） 
②地代家賃　　 ６,６０５千円　対前期比１,４６６千円増加（２８.５％） 
　減少した主な費用は次のとおりです。 
①旅費交通費　 ２,８０１千円　対前期比４,５４７千円減少（▲４０.５％） 
②修繕費　　　 ２,４３６千円　対前期比２,３４３千円減少（▲１２.３％） 
 
　営業外収益は、 ２,７８７千円　対前期比 ２８２千円減少（▲２６.３％）となりました。 
　内訳は次のとおりです。 
①受取利息　 　　 ７７１千円　対前期比 ２８５千円減少（▲２７.０％） 
②雑収入　　　 １５千円　対前期比 ２８３千円増加（２８.４％）

　 
　以上により、経常利益は２４,５０９千円　対前期比９,９１８千円増加（６７.９％）とな
りました。 
 
　特別利益は、 ２,９７５千円　対前期比全額増加です。 
　内容は次のとおりです。 
①爆発物検査装置の導入に係る国庫補助金です。 
 
　特別損失は、 ２,９７５千円　対前期比２,８１４千円増加（１,７５５.１％）となりました。 
　内容は次のとおりです。 
①国庫補助金で固定資産を圧縮したものです。 
　ただし、前期に１６０千円の資産除却損があったため、対前期比増減額について
　は、特別利益と差異が生じています。 
 
　法人税等は、 ７,９９２千円　対前期比５,０４９千円増加（１７１.５％）となりました。 
 
　結果として、当期純利益は１６,５１７千円　対前期比５,０２９千円増加（４３.７％）
となりました。 
 
 
（２） 設備投資の状況 
　該当事項はありません。 

 

－ ２ －
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－ ４ －

 （５）  財産及び損益の状況の推移 

 （６）  主要な事業内容 

 （７）  従業員の状況 

 （８）  主要な借入先及び借入額 

（単位：千円） 

（注）１．１株当り当期純利益のみ単位は円であり、期末発行済株式数に基づき算出しております。 

（注）契約社員（男３名）を含めて表示しております。 

航空貨物ターミナルの経営 

貨物の荷役、保管及び梱包 

店舗、事務所、上屋、倉庫、荷捌施設の管理及び賃貸 

生鮮食品等の販売 

 

該当事項はありません。 

区　　　分 

（平成２７年３月３１日現在） 

区　　　分 

男 

女 

合計又は平均 

従 業 員 数  

３名 

２ 

５ 

    ０名 

    ０  

    ０ 

６６.０才 

４３.０ 

５６.８ 

４.５年 

６.１ 

５.１ 

前期末比増減 平 均 年 齢  平均勤続年数 

第２２期 
（平成２５年度） 

第２３期 
（平成２６年度） 

売 上 高  

経 常 利 益  

 

 

純 資 産  

総 資 産  

１ 株 当 り  
当 期 純 利 益  

当 期 純 利 益  

８８,１６１ 

１４,５９１ 

１１,４８８ 

５３０ 

９０４,４３８ 

９２５,５２５ 

１０４,１８５ 

２４,５０９ 

１６,５１７ 

７６２ 

９２０,９５６ 

９４７,８３５ 

（△は当期純損失） 

（△は当期純損失） 

第１９期 
（平成２２年度） 

第２０期 
（平成２３年度） 

第２１期 
（平成２４年度） 

９９，６７５ 

１２，３７１ 

９，０３２ 

４１７ 

８７８，６０１ 

８９８，６１４ 

９４,８３０ 

３,７７２ 

２,７７７ 

１２８ 

８８１,３７９ 

８９７,６９２ 

８１,９７４ 

１０,８４２ 

１１,５７１ 

５３４ 

８９２,９５０ 

９１０,９０２ 

 

（３） 資金調達の状況 
　該当事項はありません。 

 

（４） 対処すべき課題 
　弊社施設は供用開始以来２１年目を迎え、ここ数年は、空調設備・電気設備・防
鳥ネット・冷凍コンテナの交換、航空会社棟の一部・代理店棟北側及び南側の防
水工事と必要に応じて対処してまいりました。しかしながら、経年劣化の波はい
たるところに押し寄せています。来期は、航空会社棟及び代理店棟側面の防錆・
防水工事を実施して、弊社施設を長期的に維持・活用できるように対処してまい
ります。 
　次に離島産品航空輸送の拡大が挙げられます。 
　平成２０年度に社会実験、平成２１年度に実証実験、平成２２年度に空飛ぶ「空弁」
ネットワーク事業、平成２３年度は離島産品航空ネットワーク事業と推進した結果、
平成２４年度・平成２５年度と着実に成果を上げることができましたが、平成２６年
度は低調に推移しました。 
　この成果を踏まえて、平成２７年度は、積極的に営業展開を図り、離島産品航空
輸送の拡大に努めてまいります。 
　最後に、平成２５年６月１９日に成立した「民間の能力を活用した国管理空港等
の運営等に関する法律」（民活空港運営法）の進捗状況について報告いたします。 
　平成２６年４月２５日に「仙台空港特定運営事業等実施方針」が発表され、空港
経営改革のモデルケースとして仙台空港の運営委託事業選定プロセスが正式にス
タートしました。本年１月２６日に入札へ参加した４つの企業連合（コンソーシアム）
が第１次審査を通過しました。今後は、４グループとの競争的対話を経て、本年５
月１９日に第２次審査の応募が締め切られます。本年８月頃には優先交渉権者が選
定され、平成２８年１月からターミナルビルの運営、平成２８年３月下旬には滑走路
の運営が開始される予定です。 
　このコンセッションによる仙台空港経営改革は今後の展開に大きく影響すると
思われますので、引き続き情報収集に努め適切に対応する所存です。 
　このような厳しい環境下ではありますが、引き続き効率経営に取り組み累積損
失を早期に解消する所存でございます。 
　株主の皆様におかれましては、引き続き一層のご理解とご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。 

－ ３ －



－ ４ －
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１ 株 当 り  
当 期 純 利 益  

当 期 純 利 益  

８８,１６１ 

１４,５９１ 

１１,４８８ 

５３０ 

９０４,４３８ 

９２５,５２５ 

１０４,１８５ 

２４,５０９ 

１６,５１７ 

７６２ 

９２０,９５６ 

９４７,８３５ 

（△は当期純損失） 

（△は当期純損失） 

第１９期 
（平成２２年度） 

第２０期 
（平成２３年度） 

第２１期 
（平成２４年度） 

９９，６７５ 

１２，３７１ 

９，０３２ 

４１７ 

８７８，６０１ 

８９８，６１４ 

９４,８３０ 

３,７７２ 

２,７７７ 

１２８ 

８８１,３７９ 

８９７,６９２ 

８１,９７４ 

１０,８４２ 

１１,５７１ 

５３４ 

８９２,９５０ 

９１０,９０２ 

 

（３） 資金調達の状況 
　該当事項はありません。 

 

（４） 対処すべき課題 
　弊社施設は供用開始以来２１年目を迎え、ここ数年は、空調設備・電気設備・防
鳥ネット・冷凍コンテナの交換、航空会社棟の一部・代理店棟北側及び南側の防
水工事と必要に応じて対処してまいりました。しかしながら、経年劣化の波はい
たるところに押し寄せています。来期は、航空会社棟及び代理店棟側面の防錆・
防水工事を実施して、弊社施設を長期的に維持・活用できるように対処してまい
ります。 
　次に離島産品航空輸送の拡大が挙げられます。 
　平成２０年度に社会実験、平成２１年度に実証実験、平成２２年度に空飛ぶ「空弁」
ネットワーク事業、平成２３年度は離島産品航空ネットワーク事業と推進した結果、
平成２４年度・平成２５年度と着実に成果を上げることができましたが、平成２６年
度は低調に推移しました。 
　この成果を踏まえて、平成２７年度は、積極的に営業展開を図り、離島産品航空
輸送の拡大に努めてまいります。 
　最後に、平成２５年６月１９日に成立した「民間の能力を活用した国管理空港等
の運営等に関する法律」（民活空港運営法）の進捗状況について報告いたします。 
　平成２６年４月２５日に「仙台空港特定運営事業等実施方針」が発表され、空港
経営改革のモデルケースとして仙台空港の運営委託事業選定プロセスが正式にス
タートしました。本年１月２６日に入札へ参加した４つの企業連合（コンソーシアム）
が第１次審査を通過しました。今後は、４グループとの競争的対話を経て、来年５
月１９日に第２次審査の応募が締め切られます。本年８月頃には優先交渉権者が選
定され、平成２８年１月からターミナルビルの運営、平成２８年３月下旬には滑走路
の運営が開始される予定です。 
　このコンセッションによる仙台空港経営改革は今後の展開に大きく影響すると
思われますので、引き続き情報収集に努め適切に対応する所存です。 
　このような厳しい環境下ではありますが、引き続き効率経営に取り組み累積損
失を早期に解消する所存でございます。 
　株主の皆様におかれましては、引き続き一層のご理解とご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。 

－ ３ －



－ ６ －

地位及び担当 氏　　　名 重要な兼職の状況 

代表取締役社長 

代表取締役専務 

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

常 勤 監 査 役  

本　多　伸　光 

松　永　龍　夫 

山　田　伸　裕 

林　田　　　享 

北　村　敬　介 

小　野　道　彦 

高　濱　剛　司 

橋　本　行　弘 

辻　　　宏　成 

松　藤　章　喜 

安　達　一　藏 

森　　　幸　久 

長崎空港ビルディング株式会社  

 

長崎県 

長崎空港ビルディング株式会社  

日本航空株式会社 

大村市 

全日本空輸株式会社 

日本通運株式会社大阪航空支店管轄   

西九州倉庫株式会社  

松藤商事株式会社（代表取締役） 

安達株式会社   

 

（顧問） 

 

（企画振興部長） 

（施設部長） 

 

（副市長） 

（貨物事業室部長） 

 

（代表取締役社長） 

 

（代表取締役社長） 

 

（日本地区貨物販売支店九州販売部部長） 

株式会社エムエスケイ（代表取締役社長） 

（注） １．　 

２． 
　　 

３． 
　　 

４． 
　　 

５． 

監査役　森幸久氏は、会社法第２条第１６号に定める社外監査役であります。 

平成２６年６月２４日開催の第２２期定時株主総会終結の時をもって、取締役　坂越健
一氏は辞任いたしました。 

平成２６年６月２４日開催の第２２期定時株主総会において、取締役　山田伸裕氏が選
任され、就任いたしました。 

平成２６年６月２４日開催の第２２期定時株主総会終結の時をもって、監査役　橋口研
一氏は辞任いたしました。 

平成２６年６月２４日開催の第２２期定時株主総会において、監査役　森幸久氏が選任
され、就任いたしました。 

関空トランスポートサービス株式会社（代表取締役） 

４．会社役員に関する事項

（1）取締役及び監査役の状況
（平成２７年３月３１日現在）

－ ５ －

２．会社の株式に関する事項（平成２７年３月３１日現在）

（1）発行可能株式総数 ３２，０００株

（２）発行済株式の総数 ２１，６６０株

（３）株　主　数 ５２名

（４）大　株　主

株　　　主　　　名 
当 社 へ の 出 資 状 況  

持 　 株 　 数  議 決 権 比 率  

５，３００ 

３，５８０ 

１，４００ 

１，０６０ 

１，０００ 

１，０００ 

６００ 

５２０ 

５２０ 

４８０ 

４００ 

３６０ 

２４．４６ 

１６．５２ 

６．４６ 

４．８９ 

４．６１ 

４．６１ 

２．７７ 

２．４０ 

２．４０ 

２．２１ 

１．８４ 

１．６６ 

株 ％ 長 崎 県  

長崎空港ビルディング株式会社 

日 本 航 空 株 式 会 社  

大 村 市  

日 本 通 運 株 式 会 社  

ANAホールディングス株式会社 

西 九 州 倉 庫 株 式 会 社  

松 藤 商 事 株 式 会 社  

安 達 株 式 会 社  

株 式 会 社 親 和 銀 行  

名鉄ゴールデン航空株式会社 

株 式 会 社 十 八 銀 行  

３．会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。



－ ６ －

地位及び担当 氏　　　名 重要な兼職の状況 

代表取締役社長 

代表取締役専務 

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

取 締 役  

常 勤 監 査 役  

本　多　伸　光 

松　永　龍　夫 

山　田　伸　裕 

林　田　　　享 

北　村　敬　介 

小　野　道　彦 

高　濱　剛　司 

橋　本　行　弘 

辻　　　宏　成 

松　藤　章　喜 

安　達　一　藏 

森　　　幸　久 

長崎空港ビルディング株式会社  

 

長崎県 

長崎空港ビルディング株式会社  

日本航空株式会社 

大村市 

全日本空輸株式会社 

日本通運株式会社大阪航空支店管轄   

西九州倉庫株式会社  

松藤商事株式会社（代表取締役） 

安達株式会社   

 

（顧問） 

 

（企画振興部長） 

（施設部長） 

 

（副市長） 

（貨物事業室部長） 

 

（代表取締役社長） 

 

（代表取締役社長） 

 

（日本地区貨物販売支店九州販売部部長） 

株式会社エムエスケイ（代表取締役社長） 

（注） １．　 

２． 
　　 

３． 
　　 

４． 
　　 

５． 

監査役　森幸久氏は、会社法第２条第１６号に定める社外監査役であります。 

平成２６年６月２４日開催の第２２期定時株主総会終結の時をもって、取締役　坂越健
一氏は辞任いたしました。 

平成２６年６月２４日開催の第２２期定時株主総会において、取締役　山田伸裕氏が選
任され、就任いたしました。 

平成２６年６月２４日開催の第２２期定時株主総会終結の時をもって、監査役　橋口研
一氏は辞任いたしました。 

平成２６年６月２４日開催の第２２期定時株主総会において、監査役　森幸久氏が選任
され、就任いたしました。 

関空トランスポートサービス株式会社（代表取締役） 

４．会社役員に関する事項

（1）取締役及び監査役の状況
（平成２７年３月３１日現在）

－ ５ －

２．会社の株式に関する事項（平成２７年３月３１日現在）

（1）発行可能株式総数 ３２，０００株

（２）発行済株式の総数 ２１，６６０株

（３）株　主　数 ５２名

（４）大　株　主

株　　　主　　　名 
当 社 へ の 出 資 状 況  

持 　 株 　 数  議 決 権 比 率  

５，３００ 

３，５８０ 

１，４００ 

１，０６０ 

１，０００ 

１，０００ 

６００ 

５２０ 

５２０ 

４８０ 

４００ 

３６０ 

２４．４６ 

１６．５２ 

６．４６ 

４．８９ 

４．６１ 

４．６１ 

２．７７ 

２．４０ 

２．４０ 

２．２１ 

１．８４ 

１．６６ 

株 ％ 長 崎 県  

長崎空港ビルディング株式会社 

日 本 航 空 株 式 会 社  

大 村 市  

日 本 通 運 株 式 会 社  

ANAホールディングス株式会社 

西 九 州 倉 庫 株 式 会 社  

松 藤 商 事 株 式 会 社  

安 達 株 式 会 社  

株 式 会 社 親 和 銀 行  

名鉄ゴールデン航空株式会社 

株 式 会 社 十 八 銀 行  

３．会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。



－ ８ －

（平成２７年３月３１日現在） 

（単位：円） 

科 　 　 　 目  金　　額 

資 　 産 　 の 　 部  

流　動　資　産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
固　定　資　産 

　有形固定資産 

 

 

 
 

　無形固定資産 
 

　投資その他の資産 

 

 

 

 

 

４５５,２２２,８６６ 

４５２,０６７,０４０ 

１,４２７,３９１ 

４９３,１２３ 

１３２,３２７ 

７７９,８８５ 

３２３,１００ 

 

 

 
４９２,６１３,０１２ 

３６２,５９５,０１２ 

３０２,５７４,４７６ 

５６,５３９,５２０ 

１ 

３,４８１,０１５ 

1 8 , 0 0 0  

１８,０００ 

１３０,０００,０００ 

１３０,０００,０００ 

 

科 　 　 　 目  金　　額 

負 　 債 　 の 　 部  

純　資　産　の　部 

１７,９４９,６７０ 

７６,７４２ 

２０７,９６２ 

１,２３１,９０６ 

７,７２６,６００ 

３５８,４４６ 

７,６１８,８７０ 

７２９,１４４ 

 

 
８,９２９,７１０ 

７,４９９,０１０ 

１,４３０,７００
 

 
２６,８７９,３８０ 

 

９２０,９５６,４９８ 

1 , 0 8 3 , 0 0 0 , 0 0 0  

△  １６２,０４３,５０２ 

△  １６２,０４３,５０２ 

△  １６２,０４３,５０２ 
 

 

 

 

 

９４７,８３５,８７８ 　資　産　合　計 

現 金 及 び 預 金 

売　　掛　　金 

未　収　入　金 

貯　　蔵　　品 

前　払　費　用 

未 収 消 費 税 等 

 

 

 

 

 
建　　　　　物 

構　　築　　物 

車 両 運 搬 具 

工 具 器 具 備 品  

 

電 話 加 入 権 
 

長 期 性 預 金 

 

9４７,８３５,８７８ 

9２０,９５６,４９８ 

 負債及び純資産合計 

純 資 産 合 計  

貸　借　対　照　表 

流　動　負　債 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
固　定　負　債 

 

 

 

　
負　債　合　計 

 

株主資本 

　資 　 本 　 金 

　利 益 剰 余 金 

買　　掛　　金 

未　　払　　金 

未　払　費　用 

未 払 法 人 税 等  

預　　り　　金 

前　　受　　金 

賞 与 引 当 金 

 

 

 
受 入 保 証 金  

退職給付引当金 

 

 

 

 

 

 
 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

 

 

 

 

（２） 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役　 ２名　　７，９８０千円 （うち社外　０名　　 ０円）
監査役　 ２名　　１，８７３千円 （うち社外　２名　１，８７３千 円）

－ ７ －

（３） 社外監査役に関する事項

５．会計監査人の状況
（1） 会計監査人の名称

監査法人 北三会計社

（２） 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①公認会計士法第２ 条第１ 項の監査業務の報酬 １，４４０千円

②当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 １，４４０千円

（３） 非監査業務の内容

該当事項はありません。

６．会社の体制及び方針

（1） 業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

当社は、平成１８ 年 ６ 月６日開催の取締役会において、会社法第３６２条第４ 項

第６号に基づき、内部統制システム構築の基本方針として「取締役に関する体

制」「監査役に関する体制」を整備していくことを決議しております。

ＮＩＡＣＴ行動憲章、ＮＩＡＣＴコンプライアンス・マニュアルの制定をはじめ

として内部統制システムの整備に順次努めております。

（２） 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

（３） 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、会社法第４５９条第 １ 項に規定する剰余金の配当等を取締役会の決議

により行う旨の定款の定めを設けておりませんので、該当事項はありません。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。

区　分 

監　査　役 森　　　幸　久 

氏　　　名 主　な　活　動　状　況 
平成２６年６月２４日就任以来開催の取締役会の全
てに出席、また、業務・財産の状況について聴取
しかつ重要な決裁書類等を査閲するなど監査業務
を行っております。 



－ ８ －

（平成２７年３月３１日現在） 

（単位：円） 

科 　 　 　 目  金　　額 

資 　 産 　 の 　 部  

流　動　資　産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
固　定　資　産 

　有形固定資産 

 

 

 
 

　無形固定資産 
 

　投資その他の資産 

 

 

 

 

 

４５５,２２２,８６６ 

４５２,０６７,０４０ 

１,４２７,３９１ 

４９３,１２３ 

１３２,３２７ 

７７９,８８５ 

３２３,１００ 

 

 

 
４９２,６１３,０１２ 

３６２,５９５,０１２ 

３０２,５７４,４７６ 

５６,５３９,５２０ 

１ 

３,４８１,０１５ 

1 8 , 0 0 0  

１８,０００ 

１３０,０００,０００ 

１３０,０００,０００ 

 

科 　 　 　 目  金　　額 

負 　 債 　 の 　 部  

純　資　産　の　部 

１７,９４９,６７０ 

７６,７４２ 

２０７,９６２ 

１,２３１,９０６ 

７,７２６,６００ 

３５８,４４６ 

７,６１８,８７０ 

７２９,１４４ 

 

 
８,９２９,７１０ 

７,４９９,０１０ 

１,４３０,７００
 

 
２６,８７９,３８０ 

 

９２０,９５６,４９８ 

1 , 0 8 3 , 0 0 0 , 0 0 0  

△  １６２,０４３,５０２ 

△  １６２,０４３,５０２ 

△  １６２,０４３,５０２ 
 

 

 

 

 

９４７,８３５,８７８ 　資　産　合　計 

現 金 及 び 預 金 

売　　掛　　金 

未　収　入　金 

貯　　蔵　　品 

前　払　費　用 

未 収 消 費 税 等 

 

 

 

 

 
建　　　　　物 

構　　築　　物 

車 両 運 搬 具 

工 具 器 具 備 品  

 

電 話 加 入 権 
 

長 期 性 預 金 

 

9４７,８３５,８７８ 

9２０,９５６,４９８ 

 負債及び純資産合計 

純 資 産 合 計  

貸　借　対　照　表 

流　動　負　債 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
固　定　負　債 

 

 

 

　
負　債　合　計 

 

株主資本 

　資 　 本 　 金 

　利 益 剰 余 金 

買　　掛　　金 

未　　払　　金 

未　払　費　用 

未 払 法 人 税 等  

預　　り　　金 

前　　受　　金 

賞 与 引 当 金 

 

 

 
受 入 保 証 金  

退職給付引当金 

 

 

 

 

 

 
 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

 

 

 

 

（２） 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役　 ２名　　７，９８０千円 （うち社外　０名　　 ０円）
監査役　 ２名　　１，８７３千円 （うち社外　２名　１，８７３千 円）

－ ７ －

（３） 社外監査役に関する事項

５．会計監査人の状況
（1） 会計監査人の名称

監査法人 北三会計社

（２） 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①公認会計士法第２ 条第１ 項の監査業務の報酬 １，４４０千円

②当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 １，４４０千円

（３） 非監査業務の内容

該当事項はありません。

６．会社の体制及び方針

（1） 業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

当社は、平成１８ 年 ６ 月６日開催の取締役会において、会社法第３６２条第４ 項

第６号に基づき、内部統制システム構築の基本方針として「取締役に関する体

制」「監査役に関する体制」を整備していくことを決議しております。

ＮＩＡＣＴ行動憲章、ＮＩＡＣＴコンプライアンス・マニュアルの制定をはじめ

として内部統制システムの整備に順次努めております。

（２） 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

（３） 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、会社法第４５９条第 １ 項に規定する剰余金の配当等を取締役会の決議

により行う旨の定款の定めを設けておりませんので、該当事項はありません。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。

区　分 

監　査　役 森　　　幸　久 

氏　　　名 主　な　活　動　状　況 
平成２６年６月２４日就任以来開催の取締役会の全
てに出席、また、業務・財産の状況について聴取
しかつ重要な決裁書類等を査閲するなど監査業務
を行っております。 



－ １０ －

株主資本等変動計算書 

（単位：円） 

株　　主　　資　　本 

利 益 剰 余 金  

資 本 金  

当 期 首 残 高  

当 期 変 動 額  

　当 期 純 利 益  

 

 

当 期 末 残 高  

当期変動額合計 

　株主資本以外の項目の 
　当事業年度中の変動額 
　（純額） 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

利益剰余金 
合　計 

株主資本 

合　計 

純資産 

合　計 

1,083,000,000 

 

 

 

 

1,083,000,000

△ 178,561,353 

 

16,517,851 

 

16,517,851 

△ 162,043,502

△ 178,561,353 

 

16,517,851 

 

16,517,851 

△ 162,043,502

904,438,647 

 

16,517,851 

 

16,517,851 

920,956,498

904,438,647 

 

16,517,851 

 

16,517,851 

920,956,498

自　平成２６年４月 １ 日 
至　平成２７年３月３１日 （　　　　　　　　　　） 

－ ９ －

損　益　計　算　書 
自　平成２６年４月 １ 日 
至　平成２７年３月３１日 

（単位：円） 

科 　 　 目  金 　 　 額  

売　　　上　　　高 

売　　上　　原　　価 

 

　　売　　上　　総　　利　　益 

 

販売費及び一般管理費 

 

　　営　　　業　　　利　　　益 

 

営　業　外　収　益 

　受　　取　　利　　息 

　雑　　　収　　　入 
 

　　経　　　常　　　利　　　益 

 
特　　別　　利　　益 

　国 庫 補 助 金 収 入  
 
 
特　　別　　損　　失 

　固 定 資 産 圧 縮 損  

税　引　前　当　期　純　利　益 

 
法人税、住民税及び事業税 
 

当　　期　　純　　利　　益 

１０４,１８５,９５６ 

４６,２２９,９８６ 

 

５７,９５５,９７０ 

 

３４,２３３,５５５ 

 

２３,７２２,４１５ 

 

７８７,５０９ 

７７１,７８９ 

１５,７２０ 
 

２４,５０９,９２４ 

 
２,９７５,０００ 

２,９７５,０００ 

 
２,９７５,０００ 

２,９７５,０００ 
 

２４,５０９,９２４ 

 
７,９９２,０７３ 

 
１６,５１７,８５１ 

（　　　　　　　　　　） 



－ １０ －

株主資本等変動計算書 

（単位：円） 

株　　主　　資　　本 

利 益 剰 余 金  

資 本 金  

当 期 首 残 高  

当 期 変 動 額  

　当 期 純 利 益  

 

 

当 期 末 残 高  

当期変動額合計 

　株主資本以外の項目の 
　当事業年度中の変動額 
　（純額） 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

利益剰余金 
合　計 

株主資本 

合　計 

純資産 

合　計 

1,083,000,000 

 

 

 

 

1,083,000,000

△ 178,561,353 

 

16,517,851 

 

16,517,851 

△ 162,043,502

△ 178,561,353 

 

16,517,851 

 

16,517,851 

△ 162,043,502

904,438,647 

 

16,517,851 

 

16,517,851 

920,956,498

904,438,647 

 

16,517,851 

 

16,517,851 

920,956,498

自　平成２６年４月 １ 日 
至　平成２７年３月３１日 （　　　　　　　　　　） 

－ ９ －

損　益　計　算　書 
自　平成２６年４月 １ 日 
至　平成２７年３月３１日 

（単位：円） 

科 　 　 目  金 　 　 額  

売　　　上　　　高 

売　　上　　原　　価 

 

　　売　　上　　総　　利　　益 

 

販売費及び一般管理費 

 

　　営　　　業　　　利　　　益 

 

営　業　外　収　益 

　受　　取　　利　　息 

　雑　　　収　　　入 
 

　　経　　　常　　　利　　　益 

 
特　　別　　利　　益 

　国 庫 補 助 金 収 入  
 
 
特　　別　　損　　失 

　固 定 資 産 圧 縮 損  

税　引　前　当　期　純　利　益 

 
法人税、住民税及び事業税 
 

当　　期　　純　　利　　益 

１０４,１８５,９５６ 

４６,２２９,９８６ 

 

５７,９５５,９７０ 

 

３４,２３３,５５５ 

 

２３,７２２,４１５ 

 

７８７,５０９ 

７７１,７８９ 

１５,７２０ 
 

２４,５０９,９２４ 

 
２,９７５,０００ 

２,９７５,０００ 

 
２,９７５,０００ 

２,９７５,０００ 
 

２４,５０９,９２４ 

 
７,９９２,０７３ 

 
１６,５１７,８５１ 

（　　　　　　　　　　） 



（３）引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、 

　貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能 

　見込額を計上しております。 

賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を

計上しております。 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の額を

簡便法により計上しております。 

　　消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

２．貸借対照表に関する注記 

　　有形固定資産の減価償却累計額　　　６５０，７４４，２４６円 

上記金額には減損損失累計額　　　　　１８６，４７０，３４５円が含まれております。 

　　担保に供している資産及び担保に係る債務 

該当事項はありません。 

 

３．株主資本等変動計算書に関する注記 

　　当事業年度の末日における発行済株式の数　　　２１，６６０株 

　　当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数 

該当事項はありません。 

　当事業年度中に行った剰余金の配当（当該事業年度の末日後に行う剰余金

　の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための基準日が当該事業

　年度中のものを含む。）に関する事項 

該当事項はありません。 

　当事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数 

該当事項はありません。 

 

４．税効果会計に関する注記 

回収可能性等を勘案した結果、繰延税金資産・負債の計上額はありません。 

 

 

（４） 

 

 

 

（１） 

 

（２） 

 

 

 

（１） 

（２） 

 

（３） 

 

 

 

（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ １２ －

個　別　注　記　表 
 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

１）有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的債券　　償却原価法（定額法） 

２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商　　　　品　　　　最終仕入原価法 

貯 蔵 品　　　　最終仕入原価法 

いずれも貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定しております。 

（２）固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産　　    　定額法 

（リース資産を除く）　　 ただし､ 平成１９年３月３１日以前に取得した資産については 

旧定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

　建　　　　物　　３年～３０年 

　構 　 築 　 物　　３年～２０年 

　車 両 運 搬 具　　４年 

　工具器具備品　　４年～２０年 

無形固定資産　　    　定額法 

（リース資産及び電話加入権を除く） 

リース資産　　　   １）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方

法によっております。 

 ２）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって

おります。 

なお､ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始

日が企業会計基準第１３号「リース取引に関する会計基準」

の適用初年度開始日（平成２０年４月１日）前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

長期前払費用　　　　均等償却 

 

－ １１ －



（３）引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、 

　貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能 

　見込額を計上しております。 

賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を

計上しております。 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の額を

簡便法により計上しております。 

　　消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

２．貸借対照表に関する注記 

　　有形固定資産の減価償却累計額　　　６５０，７４４，２４６円 

上記金額には減損損失累計額　　　　　１８６，４７０，３４５円が含まれております。 

　　担保に供している資産及び担保に係る債務 

該当事項はありません。 

 

３．株主資本等変動計算書に関する注記 

　　当事業年度の末日における発行済株式の数　　　２１，６６０株 

　　当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数 

該当事項はありません。 

　当事業年度中に行った剰余金の配当（当該事業年度の末日後に行う剰余金

　の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための基準日が当該事業

　年度中のものを含む。）に関する事項 

該当事項はありません。 

　当事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数 

該当事項はありません。 

 

４．税効果会計に関する注記 

回収可能性等を勘案した結果、繰延税金資産・負債の計上額はありません。 

 

 

（４） 

 

 

 

（１） 

 

（２） 

 

 

 

（１） 

（２） 

 

（３） 

 

 

 

（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ １２ －

個　別　注　記　表 
 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

１）有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的債券　　償却原価法（定額法） 

２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商　　　　品　　　　最終仕入原価法 

貯 蔵 品　　　　最終仕入原価法 

いずれも貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定しております。 

（２）固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産　　    　定額法 

（リース資産を除く）　　 ただし､ 平成１９年３月３１日以前に取得した資産については 

旧定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

　建　　　　物　　３年～３０年 

　構 　 築 　 物　　３年～２０年 

　車 両 運 搬 具　　４年 

　工具器具備品　　４年～２０年 

無形固定資産　　    　定額法 

（リース資産及び電話加入権を除く） 

リース資産　　　   １）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方

法によっております。 

 ２）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって

おります。 

なお､ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始

日が企業会計基準第１３号「リース取引に関する会計基準」

の適用初年度開始日（平成２０年４月１日）前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

長期前払費用　　　　均等償却 

 

－ １１ －



（※） 
（注） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

負債に計上されているものについては、（　）で示しております。 
１．金融商品の時価の算定方法に関する事項 
　①現金及び預金、②売掛金及び未収入金 
　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、 
　　当該帳簿価額によっております。 
　③長期性預金 
　　時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 
　④買掛金及び未払金 
　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、 
　　当該帳簿価額によっております。 

２．受入保証金（貸借対照表計上額７，４９９，０１０円）は、市場価額がなく、かつ 
　　合理的な将来キャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるた 
　　め、時価開示の対象としておりません。 

貸借対照表計上額（※） 時　価（※） 差 額 

４５２，０６７，０４０円  

１，９２０，５１４  

１３０，０００，０００  

（２８４，７０４）　   

 

４５２，０６７，０４０円  

１，９２０，５１４  

１３０，０００，０００  

（２８４，７０４）　  

－ 円  

－  

－

－  

 

① 

② 

③ 

④ 

 

現 金 及 び 預 金  

売 掛 金 及 び 未 収 入 金  

長 期 性 預 金  

買 掛 金 及 び 未 払 金  

７．賃貸等不動産に関する注記 

（１）賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社は、大村市内において、本社建物を賃貸しております。 

（２）賃貸等不動産の時価等に関する事項 
 
 
 
 
 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

　当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりです。 

（注） １．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額 
　　を控除した金額であります。 
２．当期末の時価は、主として不動産鑑定士による評価に基づいて算定した 
　　金額であります。 

貸 借 対 照 表 計 上 額  

１９７，１６１，２８１円  

時 　 　 価  

１９７，０６８，０５８円   

８．資産除去債務に関する注記 

（１）資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

該当事項はありません。 

（２）資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの 

　当社は、建物及び構築物について、国有財産使用許可書により使用が許可された

土地に関して、賃貸借契約終了時における原状回復に係る債務を有しておりますが、

当該債務に関する賃借資産の使用期限が明確ではなく、移転等の計画もないことか

ら、資産除去債務を合理的に見積もることができません。 

　そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

 

－ １４ －－ １３ －

５．リースにより使用する固定資産に関する注記 
　 （所有権移転外ファイナンス・リース取引） 

　　リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 
 
 
 

 
 
 
 

（２）未経過リース料期末残高相当額 

 
 
 
 
 
 

（３）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料　　　　　６８８，０８０円 

減価償却費相当額　　　６８８，０８０円 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

なお、リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

６．金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項 

　資金運用については長期的及び短期的な預金並びに国債に限定し、安全・確実な

運用を心がけております。 

　売掛金及び未収入金等の営業債権は、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行い

把握する体制をとっております。 

 

 

 

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産 
の期末残高等に占める割合が低いため、利子込み法により算定しております。 

３８３,８８０円  

０  

３８３,８８０

１ 　 年 　 内  

１ 　 年 　 超  

合 　 　 計  

 

（注） 取得原価相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に 
占める割合が低いため、利子込み法により算定しております。 

工具器具備品 車両運搬具 合　　計 

１,０５０,０００円  

９４５,０００  

１０５,０００

２,３９０,４００円  

２,１１１,５２０　  

２７８,８８０　  

３,４４０,４００円  

３,０５６,５２０　  

３８３,８８０　  

取 得 原 価 相 当 額  

減価償却累計額相当額 

期 末 残 高 相 当 額  

（１） 



（※） 
（注） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

負債に計上されているものについては、（　）で示しております。 
１．金融商品の時価の算定方法に関する事項 
　①現金及び預金、②売掛金及び未収入金 
　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、 
　　当該帳簿価額によっております。 
　③長期性預金 
　　時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 
　④買掛金及び未払金 
　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、 
　　当該帳簿価額によっております。 

２．受入保証金（貸借対照表計上額７，４９９，０１０円）は、市場価額がなく、かつ 
　　合理的な将来キャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるた 
　　め、時価開示の対象としておりません。 

貸借対照表計上額（※） 時　価（※） 差 額 

４５２，０６７，０４０円  

１，９２０，５１４  

１３０，０００，０００  

（２８４，７０４）　   

 

４５２，０６７，０４０円  

１，９２０，５１４  

１３０，０００，０００  

（２８４，７０４）　  

－ 円  

－  

－

－  

 

① 

② 

③ 

④ 

 

現 金 及 び 預 金  

売 掛 金 及 び 未 収 入 金  

長 期 性 預 金  

買 掛 金 及 び 未 払 金  

７．賃貸等不動産に関する注記 

（１）賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社は、大村市内において、本社建物を賃貸しております。 

（２）賃貸等不動産の時価等に関する事項 
 
 
 
 
 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

　当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりです。 

（注） １．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額 
　　を控除した金額であります。 
２．当期末の時価は、主として不動産鑑定士による評価に基づいて算定した 
　　金額であります。 

貸 借 対 照 表 計 上 額  

１９７，１６１，２８１円  

時 　 　 価  

１９７，０６８，０５８円   

８．資産除去債務に関する注記 

（１）資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

該当事項はありません。 

（２）資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの 

　当社は、建物及び構築物について、国有財産使用許可書により使用が許可された

土地に関して、賃貸借契約終了時における原状回復に係る債務を有しておりますが、

当該債務に関する賃借資産の使用期限が明確ではなく、移転等の計画もないことか

ら、資産除去債務を合理的に見積もることができません。 

　そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

 

－ １４ －－ １３ －

５．リースにより使用する固定資産に関する注記 
　 （所有権移転外ファイナンス・リース取引） 

　　リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 
 
 
 

 
 
 
 

（２）未経過リース料期末残高相当額 

 
 
 
 
 
 

（３）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料　　　　　６８８，０８０円 

減価償却費相当額　　　６８８，０８０円 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

なお、リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

６．金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項 

　資金運用については長期的及び短期的な預金並びに国債に限定し、安全・確実な

運用を心がけております。 

　売掛金及び未収入金等の営業債権は、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行い

把握する体制をとっております。 

 

 

 

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産 
の期末残高等に占める割合が低いため、利子込み法により算定しております。 

３８３,８８０円  

０  

３８３,８８０

１ 　 年 　 内  

１ 　 年 　 超  

合 　 　 計  

 

（注） 取得原価相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に 
占める割合が低いため、利子込み法により算定しております。 

工具器具備品 車両運搬具 合　　計 

１,０５０,０００円  

９４５,０００  

１０５,０００

２,３９０,４００円  

２,１１１,５２０　  

２７８,８８０　  

３,４４０,４００円  

３,０５６,５２０　  

３８３,８８０　  

取 得 原 価 相 当 額  

減価償却累計額相当額 

期 末 残 高 相 当 額  

（１） 



－ １６ －

独立監査人の監査報告書

長崎国際航空貨物ターミナル株式会社 平成２７年 ５月２８日

取 締 役 会 御中

監査法人　北三会計社

代 表 社 員
業務執行社員　公認会計士　　 印

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、長崎国際航空貨物ター
ミナル株式会社の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの第２３期事業年度の計
算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算

書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を
入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は
誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討
することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。
以　　上

謄　本

林　田　幸　親

－ １５ －

９．関連当事者との取引に関する注記 

  該当事項はありません。 
 
１０．１株当たり情報に関する注記 

  （１）１株当たり純資産額　　　４２，５１８円７６銭 
  （２）１株当たり当期純利益　　　   ７６２円５９銭 
 

１１．重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 

（注）個別注記表の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 

当該債務に関する賃借資産の使用期限が明確ではなく、移転等の計画もないことか
ら、資産除去債務を合理的に見積もることができません。 
　そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

 



－ １６ －

独立監査人の監査報告書

長崎国際航空貨物ターミナル株式会社 平成２７年 ５月２８日

取 締 役 会 御中

監査法人　北三会計社

代 表 社 員
業務執行社員　公認会計士　　 印

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、長崎国際航空貨物ター
ミナル株式会社の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの第２３期事業年度の計
算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算

書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を
入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は
誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討
することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。
以　　上

謄　本

林　田　幸　親

－ １５ －

９．関連当事者との取引に関する注記 

  該当事項はありません。 
 
１０．１株当たり情報に関する注記 

  （１）１株当たり純資産額　　　４２，５１８円７６銭 
  （２）１株当たり当期純利益　　　   ７６２円５９銭 
 

１１．重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 

（注）個別注記表の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 

当該債務に関する賃借資産の使用期限が明確ではなく、移転等の計画もないことか
ら、資産除去債務を合理的に見積もることができません。 
　そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

 



－ １７ －

監　査　報　告　書

長崎国際航空貨物ターミナル株式会社 平成２７年５月２９日

代表取締役社長　本　多　伸　光　様

長崎国際航空貨物ターミナル株式会社

常勤監査役　　　　　　　　　　　　　　 印

当監査役は、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの第２３期事業年度の取締役
の職務の執行に関して、監査方針に基づき審査のうえ本監査報告書を作成し、以下の
とおり報告いたします。

１．監査役の監査の方法及びその内容
監査役は、監査方針に基づき取締役等との意思疎通を図り、情報の収集に努める

とともに取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。併せて重要な決裁書類等を閲
覧し業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、

その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制に関しては、取締役会決
議及び当該決議に基づいた整備状況を検証いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、且つ、適正な監査を実施しているか

を検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしま
した。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
一．事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく　
示しているものと認めます。
二．取締役の職務の執行に関する不正の行為、または、法令もしくは定款に違
反する重大な事実は認められません。
三．体制整備に関する取締役会議及び当該体制整備に関する取締役の職務の執行　
について、相当であると認めます。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人、北三会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

謄　本

森　　　幸　久


